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１ 計画策定の目的 

 我が国においては、高度経済成長期やバブル経済期前後にかけて大きな社会資本投資

を行ってきました。これは、市民ニーズや社会状況の変化とともに、様々な公共施設等

を整備し、また一方で、平成 24 年 12 月に起きた山梨県の笹子トンネル天井板落下事故

による、公共施設等の社会資本の老朽化は大きな話題になったところです。 

このように、我が国全体の社会資本の老朽化への対応と様々な災害対策に向けた国土

強靭化を目指す国の方針は既に進んでいるところですが、これに加え、少子・高齢化の

進行などによる人口構造が大きく変化し、人口減少に伴う施設の統廃合や複合化、施設

更新コスト圧縮のための長寿命化という大きな社会的な課題が懸念されています。 

また、人口減少に伴う経済縮小や労働力人口の減少、社会基盤整備や社会保障による

財政の悪化など、様々な想定を考えつつ、社会資本投資による公共施設等は、老朽化の

進行や更新時期の到来、人口減少や少子・高齢化の進行に伴う統廃合や複合化の必要性、

大規模災害等への対応などにより、施設等を取り巻く環境は大きく変化しており、これ

らへの対応が迫られています。 

 

このような状況の中、平成 26 年 4 月、内閣府、総務省が主導となって中央・地方公

共団体の全てが「公共施設の今後の在り方」について資産更新問題を見据えた取りまと

めを行うというのが「公共施設等総合管理計画」です。これによりすべての地方公共団

体は、公共施設等（建築物）、道路や橋梁などのインフラ系施設など全ての公共施設等

を対象として、10 年以上の長期の視点を持ち、財政見通しと施設維持管理費に配慮し

た公共施設等総合管理計画を策定することを要請されています。 

 

この「三笠市公共施設等総合管理計画」は、様々な社会情勢を踏まえ、公共施設等の

全体像を明らかにし、保有する公共施設を効果的・効率的に活用し、必要な公共サービ

スを持続的に提供し続けられるよう、長期的な視点を持って、公共施設等の総合的かつ

計画的な維持管理を推進することを目的として策定するものです。  

はじめに
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 ２．計画の策定内容 

総務省の「公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針（平成 26 年 4 月 22 日総

務省）においては、財源や人口の見通しを踏まえ、公共施設の数量規模が適正か検討し

た上で、下記の内容を含めることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共施設：公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物をいう。具

体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋梁等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、

下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場等）等も含む包括的

な概念である。 

 維持管理：施設、設備、構造物等の機能維持のための必要となる点検・調査、補修などをいう。 

 修  繕：公共施設等を直すこと。 

なお、修繕を行った後の効用が従前より大きいか小さいかを問わない。 

 更  新：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。 

（総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」より） 

１．公共施設等の現況及び将来の見通し 

（１）老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況 

（２）総人口や年代別人口についての今後の見通し 

（３）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこ

れらの経費に充当可能な財源の見込み等 

２．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

（１）計画期間 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

（３）現状や課題に関する基本認識 

（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

① 点検・診断等の実施方針 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

③ 安全確保の実施方針 

④ 耐震化の実施方針 

⑤ 長寿命化の実施方針 

⑥ 統合や廃止の推進方針 

⑦ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

（５）フォローアップの実施方針 

３．施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
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３ 計画の位置づけ 

本計画については、三笠市総合計画を上位計画と位置づけ、そのほか個別計画につい

ては本計画の下位計画とします。また、国土強靭化やインフラ長寿命化基本計画につい

ても連携・連動しながら本計画へ反映させます。 
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公共施設等総合 

管理計画 

個別計画 
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４ 計画の対象となる施設 

 本市が保有する公共施設等のうち、公共施設（建築物）とインフラ系施設を対象とし

ます。 

次のページの表のとおり、公共施設（建築物）については、住宅施設、子育て・福祉

支援施設、産業施設、学校教育施設、社会体育施設、コミュニティ施設、社会文化施設、

行政施設、その他施設の９類型に分類しました。 

 また、インフラ系施設については、道路、橋梁、上下水道、公園（構造物）、の４類

型を対象として、現状等の把握や基本的な管理方針を示しています。 

 

■施設の分類一覧 

大
分
類 

分類 

コード 
分類 施設名 

公
共
施
設(

建
築
物)

 

1 住宅施設 公営住宅 

2 子育て・福祉支援施設 病院、保育所、老人福祉センター 等 

3 産業施設 一般廃棄物最終処分場 等 

4 学校教育施設 小中高等学校、教職員住宅 等 

5 社会体育施設 運動公園、スポーツセンター 等 

6 コミュニティ施設 各地区市民センター、市民会館 等 

7 社会文化施設 鉄道記念館、博物館 等 

8 行政施設 庁舎、消防庁舎 等 

9 その他施設 火葬場、共同浴場 等 

イ
ン
フ
ラ
資
産 

1 道路   

2 橋梁   

3 上下水道   

4 公園（構造物）   
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1 公共施設等の現状 

（1）公共施設（建築物）の状況 

 

■分類別の延べ床面積、面積割合等一覧 

No 分類名 延べ床面積 

（㎡） 

割合 人口一人 

当たりの面積 

（㎡） 

取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

1 住宅施設 159,207.9 55.7% 16.7 23,247,398 

2 子育て・福祉支援施設 28,761.5 10.0% 3.0 6,391,298 

3 産業施設 2,816.5 1.0% 0.3 1,541,312 

4 学校教育施設 49,272.5 17.2% 5.2 10,466,581 

5 社会体育施設 11,853.4 4.1% 1.2 3,297,816 

6 コミュニティ施設 11,369.9 4.0% 1.2 2,784,170 

7 社会文化施設 7,741.7 2.7% 0.8 1,887,336 

8 行政施設 7,745.9 2.7% 0.8 1,498,264 

9 その他施設 7,314.0 2.6% 0.8 1,939,748 

合計 286,083.3 100.0% 30.0 53,053,923 

※固定資産台帳・公有財産台帳より集計。三笠市の人口は「総務省 住民基本台帳に基づく市区町村別人 

口・人口動態及び世帯数」で平成２７年１月１日現在公表している９,５１９人で計算 

 

 

 本市の公共施設（建築物）延べ床面積の合計は約２８.６万㎡であり、分類別内訳で

は住宅施設の全体に占める延べ床面積の割合が最も多く全体の５５．７％、次いで学校

教育が１７．２％、子育て・福祉支援施設が１０.０％となっています。 

また、人口一人当たりの延べ床面積は３０．０㎡で、全国平均３．２２㎡の約９．３

倍と、全国平均よりも大幅に多い状況となっています。 

 

※全国平均値は、総務省「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」よ 

り引用 

 

 

第１章 公共施設等の現状及び将来の⾒通し
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■施設分類別延べ床面積割合 

 

 

 

 

（２）インフラ系施設の状況 

①道路 

 これまで市道は実延長で約１７０kｍ、面積で約２４５万㎡を整備してきました。 

 人口一人当たりの延長は、空知管内平均と同等推移です。 

 

自治体名 人口 

（H27.1） 

行政 

面積 

（㎢） 

道路の 

実延長 

（km） 

人口一人 

当たり延長 

（km） 

道路面積 

（㎡） 

人口一人 

当たり面積 

（㎡） 

三笠市 9,519 302.5 169.8 0.02 2,450,315 257.4 

管内合計 315,732 5,792.0 6,526.4   88,152,991   

管内平均 13,156 241.0 271.9 0.02 3,673,041 279.2 

 

※北海道庁ＨＰ  平成２７年度「市町村別面積・人口・世帯数等の状況」 

 総務省 平成２６年度「公共施設状況調」より抜粋・加工  

住宅施設

55.7%

子育て・福祉支援施設

10.0%

産業施設

1.0%

学校教育施設

17.2%

社会体育施設

4.1%

コミュニティ施設

4.0%

社会文化施設

2.7%

行政施設

2.7%
その他施設

2.6%

延べ床面積 

286,083.3 ㎡ 
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②公園 

 これまで都市公園や児童公園を、総面積で約６３万㎡整備してきました。 

 人口一人当たり面積は、空知管内平均と比較すると平均値と同水準です。 

 

自治体名 人口 

（H27.1） 

箇所数 公園面積 

（㎡） 

人口一人 

当たり面積 

（㎡） 

三笠市 9,519 46 629,459 66.1 

管内合計 315,732 719 20,387,286  

管内平均 13,156 30 849,470 64.6 

※北海道庁ＨＰ  平成２７年度「市町村別面積・人口・世帯数等の状況」 

 総務省 平成２６年度「公共施設状況調」より抜粋・加工 

 

③水道 

項目 単位 平成 27 年度 平成 26 年度 対前年比増減 

計画給水人口 人 60,600 60,600 100.0% 

行政区域内人口 A 人 9,107 9,391 97.0% 

給水人口 B 人 9,098 9,380 97.0% 

普及率 B／A ％ 99.9% 99.9% 100.0% 

配水量 

年間 C ㎥ 1,317,459 1,447,160 91.0% 

一日平均 ㎥ 3,600 3,965 90.8% 

一日最大 ㎥ 4,303 4,786 89.9% 

有収水量 
年間 D ㎥ 1,023,982 1,201,858 85.2% 

一日平均 ㎥ 2,798 3,293 85.0% 

有収率 D／C ％ 77.7% 83.0% 93.6% 

給水栓数 

給水栓数 栓 5,859 5,887 99.5% 

給水 
栓 4,579 4,658 98.3% 

契約栓数 

稼働率 ％ 91.4% 91.5% 99.9% 

給水使用開始 件 455 405 112.3% 

給水使用中止 件 559 524 106.7% 
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④下水道 

項目 単位 平成 27 年度 平成 26 年度 対前年比増減 

計画人口 人 18,400 18,400 100.0% 

行政区域人口 A 人 9,107 9,391 97.0% 

処理区域人口 B 人 7,769 7,959 97.6% 

水洗化人口 C 人 6,810 6,883 98.9% 

普及率 B／A ％ 85.3% 84.8% 100.6% 

水洗化率 C／B ％ 87.7% 86.5% 101.4% 

処理水量 

年間 D ㎥ 919,878 1,020,015 90.2% 

一日平均 ㎥ 2,513 2,795 89.9% 

一日最大 ㎥ 4,016 4,226 95.0% 

有収水量 
年間 E ㎥ 853,587 941,402 90.7% 

一日平均 ㎥ 2,332 2,579 90.4% 

有収率 E／D ％ 92.8% 92.3% 100.5% 
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２ 公共施設等（建築物）の有形固定資産減価償却率等 

（1）有形固定資産減価償却率 

 

 公共施設等の有形固定資産減価償却率は次の計算式で表しています。 

 

 有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額／取得価額（再調達価額） 

 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物や工作物等）の取得価額に対する減

価償却累計額の割合を計算することにより、耐用年数に対して減価償却がどこまで進ん

でいるか把握することができます。 

ただし、長寿命化工事による使用期間の延長効果は数字に反映されないことから、施

設の老朽度合や、施設の安全性の低さを直接的に示すものではありません。 

 １００％に近いほど償却が進んでおり、一般的な目安として有形固定資産減価償却率

は３５～５０％程度と言われていますが、三笠市の有形固定資産減価償却率は６８．

８％と償却率は高く、今後耐用年数の到達とともに償却率が更に高くなることが予想さ

れます。 

 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 住宅施設 23,247,398 16,939,040 72.9% 

2 子育て・福祉支援施設 6,391,298 3,525,375 55.2% 

3 産業施設 1,541,312 738,697 47.9% 

4 学校教育施設 10,466,581 7,177,119 68.6% 

5 社会体育施設 3,297,816 2,459,678 74.6% 

6 コミュニティ施設 2,784,170 2,183,402 78.4% 

7 社会文化施設 1,887,336 1,421,902 75.3% 

8 行政施設 1,498,264 1,284,963 85.8% 

9 その他施設 1,939,748 779,831 40.2% 

合計 53,053,923 36,510,007 68.8% 
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（2）公共施設（建築物）の年度別取得状況 

１９８１（昭和５６）年５月３１日以前の建築確認において適用されていた旧耐震基

準は、震度５強程度の揺れで建物が倒壊しない設定とされていますが、新耐震基準は震

度６強～７程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されており、旧耐震基

準の公共施設等については、早い段階での方向性の検討が必要となります。なお、三笠

市の公共施設（建築物）は、４８．７％が新耐震基準で建築されています。 

 

■取得年度別・分類別延べ床面積（５年ごとの集計）  
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■更新年度別・分類別再調達価額  

 

・施設の再調達価額について 

（条件）・・・取得日から各施設の耐用年数期間に生じた維持管理・修繕・更新費用額も含

むこととします。 

（1）維持管理･･･施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補

修などを示します。 

（2）修繕･･･公共施設等を直すこと。なお、修繕を行った後の効用が従前より大きいか、小

さいかを問いません。 

（3）更新･･･老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備と

します。 

※総務省 「公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針」 抜粋 
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３ ⼈⼝についての今後の⾒通し 

（１）１９６０年から２０４０年までの⼈⼝経過・推移 

１９６０年（昭和３５年）の５６,１９６人から減少を続け、２０１７年１月１日（平

成２９年）時点でも９,００１人と減少を続けています。国立社会保障・人口問題研究所

（以下「社人研」という。）の推計によると、２０４０年（平成５２年）には３,９５５

人（２０１５年時点の約４４％）と推計していますが、当市の人口ビジョンでは５,１７

１人（２０１５年時点の約５７％）を目標値としています。 

 

■人口推計シミュレーション 

 

（出典）１．２０１５年までは国勢調査 

２．２０２０年以降は「日本の地域別将来推計人口（平成２５（２０１３）年３月推計）」 

（国立社会保障・人口問題研究所）に基づき作成。 

平成１７年（２００５年）から平成２２年（２０１０年）の人口の動向を勘案し、将来人口を推

計。全国の稼働率が、今後も一定程度縮小すると仮定した推計。 

 

（２）年齢３区分別⼈⼝割合の推移 

 

年齢３区分別人口とは、人口の増減を３つの年齢区分に分け、比較するものであり、

年少人口は０歳から１４歳、生産年齢人口は１５歳から６４歳、老年人口を６５歳以上

の３つに分類します。 
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※２０１５年までは国勢調査、２０２０年以降は三笠市人口ビジョン 市独自推計に基づき作成。 

                                         (単位：人) 

  2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 

生産年齢人口 5,121 4,268 3,679 3,224 2,732 2,337 1,891 

年少人口 773 675 714 710 749 743 782 

老年人口 4,327 4,093 3,991 3,595 3,193 2,799 2,498 

総数 10,221 9,036 8,384 7,529 6,674 5,879 5,171 

 

人口推移を年齢３区分別にみると、年少人口は２０１０（平成２２）年の７７３人か

ら、三笠市独自推計では２０４０（平成５２）年には７８２人となっています。これは

国の「まち・ひと・しごと創生」の中の長期ビジョンが目指す将来の方向を参考に合計

特殊出生率を算出したもので、２０２０（平成３２）年に１．６程度、２０３０（平成

４２）年に１．８程度、２０４０（平成５２）年に２．０７としたことから増加してい

ます。 

生産年齢人口については、２０１０（平成２２）年の５，１２１人から年々減少し２

０４０（平成５２）年には１，８９１人となると予想しています。 

 老年人口については、２０１０（平成２２）年の４，３２７人から年々減少し２０４

０（平成５２）年には２，４９８人となると予想しています。 

 なお、総数では２０１０（平成２２）年１０，２２１人から２０４０（平成５２）年

は約半分となる５，１７１人となると予想しています。 
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４ 公共施設等の修繕・更新等に係る中⻑期的な経費の⾒込み及び充当 
可能な財源⾒込み 

 
（1）公共施設（建築物）の維持管理費 

 

公共施設等の管理方針は、施設別に行政コストを計算することで検討することが出

来ます。公共施設（建築物）の分類別に、施設の維持管理費用を集計すると、下表の

とおりとなりました。 

 維持管理コスト全体で約１６億円となっており、中でも減価償却費はコストの約５

９．４％を占めています。 

 

■公共施設（建築物）分類別の施設別の行政コスト      （単位：千円、％） 

No 分類名 燃料費 光熱水費 修繕料 減価償却費 委託料 
その他 

経費 
合計 

1 住宅施設 98 2,575 28,490 377,238 26,948 407 435,756 

2 子育て・福祉支援施設 2,610 3,009 1,141 110,085 178,096 3,018 297,959 

3 産業施設 0 2,197 2,570 32,673 29,624 945 68,009 

4 学校教育施設 8,082 6,024 10,953 221,831 44,047 8,446 299,383 

5 社会体育施設 0 0 5,331 64,831 92,096 535 162,793 

6 コミュニティ施設 2,582 4,372 3,258 50,248 37,781 1,238 99,479 

7 社会文化施設 6,503 7,325 2,815 39,020 17,990 1,152 74,805 

8 行政施設 6,452 7,328 5,727 16,451 16,700 906 53,564 

9 その他施設 2,096 9,362 5,010 24,740 43,037 1,541 85,786 

合計 28,423 42,192 65,295 937,117 486,319 18,188 1,577,534 

割合 1.8% 2.7% 4.1% 59.4% 30.8% 1.2% 100.0% 

 
※平成 27 年度決算の一般会計のみ集計。 
※各科目の区分と内容は次のとおり。 

イ）燃料費・光熱水費 
ロ）修繕料     当該資産の維持補修費 
ハ）減価償却費   当該資産の 1年間の減価償却費 
ニ）委託料     施設管理委託、清掃委託等 
ホ）その他経費   保険料・手数料・通信運搬費・消耗品費  



 

- 15 - 

 

（2）更新必要年度と更新必要額 

 

現存する公共施設（建築物）を耐用年数後に取得価格（再調達金額）で更新する単純

試算をした場合、５年ごとの期間でみると、多くの年度期間で５億円を超え、今後５０

年間に係る経費は約５３１億円となります。 

 また、建築物に加えて、道路・橋りょう・上下水道等の施設維持管理費用についても

考慮する必要があります。これらの施設は経済活動や地域生活を支える社会基盤として、

日常の交通機能等とともに防災対策としても重要な役割を担っています。 

なお、本市の施設の場合は耐用年数を超えても改修しながら、既に施設の延命化を図

っている場合が多いことから、上記のことについては一概に言えませんが、今後の更新

については大きな課題となります。 

 

■公共施設（建築物）の更新費用 

年度期間 再調達金額 

（千円） 

年平均 

（千円） 

～2015 9,866,274   

2016～2020 6,390,711 1,278,142 

2021～2025 3,123,082 624,616 

2026～2030 8,710,637 1,742,127 

2031～2035 7,748,867 1,549,773 

2036～2040 6,701,992 1,340,398 

2041～2045 3,908,681 781,736 

2046～2050 2,618,971 523,794 

2051～2055 2,099,826 419,965 

2056～2060 1,740,990 348,198 

2061～ 143,892 28,778 

合計 53,053,923   
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（3）充当可能な財源の⾒込み  

１５ページで記載した更新費用を今後１０年間の普通会計に単純に加えた単純シミ

ュレーションを行うと下記のとおりになります。 

 なお、歳入、歳出については平成２３～２７年度の平均額をベースとしており、そこ

に更新費用を年度ごとに加えました。 

 収支については、各年度ともマイナス表示となりますが、本市における公共施設の更

新については、各関係部署、企画、財政部署が連携し検討した中で決定しており、その

中でも費用対効果を検証しながら、全部更新では無く、修繕等や一部更新を行うなどを

行っていることが多いことから下記のことについて一概に言えませんが、今後は施設の

在り方や修繕等についての財源確保についても社会情勢や人口動向を見定めていく必

要があります。 

                                  (単位：千円) 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

歳入合計 9,961,479 9,961,479 9,961,479 9,961,479 9,961,479 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

義務的経費 3,605,345 3,605,345 3,605,345 3,605,345 3,605,345 

普通建設事業費 1,795,618 1,795,618 1,795,618 1,795,618 1,795,618 

更新必要額 1,156,654 1,332,017 2,435,465 972,452 494,123 

その他の経費 4,389,430 4,389,430 4,389,430 4,389,430 4,389,430 

歳出合計 10,947,047 11,122,410 12,225,858 10,762,845 10,284,516 

収支 -985,568 -1,160,931 -2,264,379 -801,366 -323,037 

 

  平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 

歳入合計 9,961,479 9,961,479 9,961,479 9,961,479 9,961,479 

  平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 

義務的経費 3,605,345 3,605,345 3,605,345 3,605,345 3,605,345 

普通建設事業費 1,795,618 1,795,618 1,795,618 1,795,618 1,795,618 

更新必要額 65,251 674,544 1,219,485 625,662 707,308 

その他の経費 4,389,430 4,389,430 4,389,430 4,389,430 4,389,430 

歳出合計 9,855,644 10,464,937 11,009,878 10,416,055 10,497,701 

収支 105,835 -503,458 -1,048,399 -454,576 -536,222 

 単純なシミュレーションをすると、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間

に約７９億円の資金不足が発生し、年平均にすると約７．９億円となります。 
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（普通会計の状況）  

■歳入の推移                         （単位：千円） 

科目 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

地方税 992,891 931,074 921,169 924,648 889,622 

地方譲与税・交付金 215,097 190,106 190,902 200,450 284,515 

地方交付税 4,766,433 4,810,758 4,838,233 4,691,993 4,693,594 

使用料・手数料 383,218 388,017 382,026 370,035 371,903 

国庫支出金 1,117,530 1,158,651 1,584,541 1,373,508 1,482,513 

道支出金 307,998 300,268 320,938 316,340 353,110 

地方債 710,949 981,529 1,034,959 1,129,280 1,207,547 

その他 1,220,354 1,021,975 775,999 800,505 1,172,217 

歳入合計 9,714,470 9,782,378 10,048,767 9,806,759 10,455,021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10.2％ 9.5% 9.2% 9.4% 8.5%

2.2% 1.9% 1.9% 2.0% 2.7%

49.1% 49.2% 48.1% 47.8% 44.9%

3.9% 4.0% 3.8%
3.8% 3.6%

11.5% 11.8%
15.8%

14.0% 14.2%

3.2% 3.1%

3.2%

3.2%
3.4%

7.3%
10.0%

10.3%

11.5%
11.5%

12.6%
10.5%

7.7%
8.3%

11.2%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（単位：千円）

その他

地方債

道支出金

国庫支出金

使用料・手数

料

地方交付税

地方譲与税・

交付金

地方税

9,714,470

10,455,021

9,806,7599,782,378

10,048,767
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■歳出の推移                         （単位：千円） 

科目 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

義務的経費 3,718,265 3,637,889 3,547,785 3,582,160 3,540,625 

人件費 1,271,783 1,260,445 1,256,727 1,335,605 1,321,615 

扶助費 1,456,657 1,506,995 1,476,376 1,503,622 1,484,911 

公債費 989,825 870,449 814,682 742,933 734,099 

普通建設事業費 1,308,855 1,480,810 1,965,907 2,018,425 2,204,092 

その他の経費 4,562,980 4,411,247 4,396,627 4,065,508 4,510,787 

物件費 1,058,234 1,033,211 1,104,612 1,174,187 1,266,732 

維持補修費 467,716 523,242 389,190 278,998 417,726 

補助費等 2,030,445 1,946,772 1,871,266 954,594 1,511,421 

繰出金 688,366 569,832 600,995 560,471 642,253 

その他 318,219 338,190 430,564 1,097,258 672,655 

歳出合計 9,590,100 9,529,946 9,910,319 9,666,093 10,255,504 

 
 
  

13.3% 13.2% 12.7% 13.8% 12.9%

15.2% 15.8% 14.9% 15.6% 14.5%

10.3% 9.1% 8.2% 7.7% 7.2%

13.6% 15.5%
19.8% 20.9% 21.5%

11.0% 10.8%

11.1% 12.1%
12.4%4.9% 5.5%

3.9% 2.9%
4.1%

21.2% 20.4%
18.9%

9.9%

14.7%

7.2% 6.2%
6.2%

5.8%

6.3%
3.3% 3.5%

4.3%

11.3%

6.4%

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（単位：千円）

その他の経費

繰出金

補助費等

維持補修費

物件費

普通建設事業費

公債費

扶助費

人件費

9,590,100

10,255,504

9,666,093
9,910,319

9,529,946
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１ 計画期間 

 

計画期間は、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とし、今後の上位、関連計

画や社会情勢及び人口の動向、予算策定状況に応じて適宜見直しを行っていくこととし

ます。 

 なお、個別の施設の更新、統廃合等についても、必要に応じて優先順位を定めながら

適宜対応することとします。 

 

 

２ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有⽅策 

（１）全庁的な公共施設の管理取組体制 

 

 公共施設等の管理については、施設分類（庁舎、公営住宅）ごとに各課が管理を行っ

ていることから、本計画の推進にあたっては、施設管理担当部署、財産管理部署、予算

担当部署等が連携を図り、管理運営に関する情報の一元的に務め、横断的な調整機能を

発揮し、今後の施設管理、運営に関しコスト削減をより一層進めます。 

 また、既存施設の効率化、効果的な活用ができるように、より一層の職員の意識啓発

に努めます。 

 なお、公共施設に関する情報や課題認識の共有を図るため、議会や市民に対し情報提

供を行います。 

 

（２）情報管理・共有⽅策 

 

 戦略的にマネジメントを推し進めるためには、施設の情報を適切な形で蓄積し、そ

れらのデータを有効活用することが必要です。具体的には、施設の部材情報や劣化状

況等の情報をもとにした点検・診断や、工事履歴等を踏まえた維持・修繕など、情報

の有効活用を図るとともに、日常的な管理の場面から情報を活用していくことが重要

です。 

 また、公共施設に関する情報や課題意識の共有を図るため、議会や市民に対し随時

情報提供を行い、市全体で情報の共有化を図ります。  

第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本⽅針
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３ 現状や課題に関する基本認識 

（１）公共施設等の改修・更新等への対応 

 高度経済成長等の社会的経済的状況に対応するために建設してきた膨大な公共施設

等が、今後、老朽化の度合いを深めていくことに伴い、安全性の問題、機能劣化の問

題等もまた深刻化せざるを得ません。今後も、行政サービスを適正なレベルで提供し

続けていくためには、これら施設の維持管理・更新需要も増加していくことが予測さ

れ、計画的に対処していくことが必要であります。 

 健全な財政状況を維持するためには、改修・更新等にかかる費用を平準化させると

ともに、投資費用を抑制することが必要であり、中長期的な視点による、戦略的な公

共施設等の再編成・管理に取り組む必要があります。 

 

（２）⼈⼝減少への対応 

 当市の総人口は、１９６０年から減少を続け、その後も減少を続けています。人口

減少は今後も続くと見込まれ、市独自推計では、２０４０年に５，１７１人の人口規

模になると見込んでいます。 

 人口全体の減少の本格化が避けられないのみならず、年齢構成別に見ると、生産年

齢人口の減少、老年人口の割合増加による高齢化が一層進む厳しい予測になっていま

す。この人口減少は、公共施設等に求められるニーズに大きく変化をもたらすものと

思われます。したがって、全体の人口減少だけでなく年齢構成別や地域別に見た場合

に予測される人口の変化が、行政サービスに求めるニーズへどのように影響するか着

目するとともに、他の社会情勢の変化によるニーズの変化も十分に考慮した上で、最

適な施設のあり方を検討していくことが求められます。 

 

（３）逼迫する財政状況への対応 

 今後、人口の減少に伴い市税収入等、一般財源の減少が予想されることに加えて、

高齢化の進行に伴う扶助費等の義務的経費が増加することから、公共施設等の維持管

理のための財源確保が出来なくなることが見込まれます。 

 こうした厳しい財政状況の中で、公共施設等の管理・運営にかかる費用を縮減し、

なおかつ機能の維持を図っていくことが大きな課題となります。 

 また、民間企業との連携や、市民との協働も視野に入れながら、事業の効率化や維

持管理費の削減に取り組む必要があります。 
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４ 公共施設等の管理に関する基本的な考え⽅ 

（１）基本的な考え⽅ 

 市独自推計において、２０４０年に三笠市の人口は５，１７１人の人口規模になる

と見込むなかで、地域の将来像を見据えた公共施設等の適正な配置の検討を行ってい

きます。 

 新規の公共施設等は財政状況を踏まえ、供給量の適正化を図ります。 

 既存施設については、老朽化の状況や利用実態及び今後の需要見通しを踏まえ、今

後とも保持していく必要があると認められた施設については、長寿命化を柱に、建て

替え、民間等への譲渡、複合化、広域化等を検討し、建て替えをする場合には、縮減

や他の施設との複合化を検討します。 

 建築基準法改正前１９８１年（昭和５６年）以前に建てられたもの、また、木造の

耐用年数を４０年、非木造の非耐用年数を５０年と設定した場合に、計画策定最終年

次である平成３７年次に耐用年数を超える施設を優先的に検討します。 

 また、耐用年数を経過していない施設も、著しい劣化が認められる場合、検討しま

す。 

 

①公共施設 

■供給に関する方針 

・機能の複合化等による効率的な施設配置  

老朽化が著しいが、市民サービスを行う上で廃止できない施設については、周辺施設

の立地状況を踏まえながら、施設の統合や機能の複合化等により、効率的な施設配置及

び市民ニーズの変化への対応を図ります。 

・施設総量の適正化  

市民ニーズや上位・関連計画、政策との整合性、費用対効果を踏まえながら、人口減

少や厳しい財政状況を勘案し、必要なサービス水準を確保しつつ施設総量の適正化（縮

減）を図ります。  

 

■品質に関する方針 

・予防保全の推進  

日常点検、定期点検を実施し、劣化状況の把握に努めるとともに、点検結果を踏まえ

た修繕や改修の実施により予防保全に努めます。  
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・計画的な長寿命化の推進  

建物の長寿命化を図るためには、既存施設を大切に使用することが第一であり、その

ための管理、維持についての施設管理、施設利用を適切に行うよう努めます。 

また、施設の維持補修については、限られた財源を活用するため、計画的に優先的順

位を見定めながら修繕及び改修を行う必要があり、更新・修繕時期の集中化を避け、歳

出の平準化を図りながら、施設ごとに計画的維持管理を行います。 

 

■財務に関する方針  

・長期的費用の縮減と平準化  

改修・更新等の費用の縮減と更新時期の集中化を避けることにより、歳出予算の縮減

と平準化を図ります。 

・維持管理費用の適正化  

各施設の維持管理コストについては、データを蓄積し各年度比較分析することでコス

ト分析を行い、効率的な管理を行います。 

また、施設管理担当部署と施設管理者が連携を図り、維持管理経費のコスト削減を行

いながら、施設利用者の声を反映させ、施設使用料の増加に努めます。 

なお、施設の適切な維持管理を行うために、受益者負担費用についても必要に応じて

見直しを行います。 

さらに、現在の施設管理体制については、単年度の民間委託や指定管理者制度による

民間委託を行っているが、今後は新たな手法として、市と民間がパートナーを組んで施

設は市が保有したまま、設備投資や運営は民間が行うＰＰＰや施設の建設、維持管理及

び運用に民間の資金やノウハウを活用するＰＦＩなども検討して行きます。 

・民間活力の導入  

ＰＰＰやＰＦＩなどの手法が活用できる場合は、施設の整備や管理・運営における官

民の連携を図り、財政負担の軽減と行政サービスの維持・向上を図ります。  

 

②インフラ資産 

■供給に関する方針 

・社会構造変化に対応した適正な供給  

市民の社会生活の基盤となる道路、上下水道、橋りょうに係るインフラ資産について

は、社会情勢や人口動向を見定めながら、計画的な新設や修繕や改修を行います。 
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■品質に関する方針 

・長寿命化の推進  

道路、橋梁、河川、上下水道、公園といった施設種別ごとの特性を考慮し、既に長

寿命化計画を策定し対策を実施している（又は対策の方針を定めている）施設などに

ついては、予防保全の実施を基本として、国等の基準による施設ごとに定めた対策に

より、長寿命化対策を進めます。 

計画を策定していないインフラ資産にも、施設類型ごとの中長期的な経営視点に基

づく計画的な維持管理を行います。 

 

（２）実施⽅針 

①点検・診断等の実施⽅針 

 公共施設の機能・品質を維持するためには、定期的な点検と診断が必要であることか

ら、各施設管理者及び施設担当部署は定期的に点検を行い、その点検結果について情報

共有を行います。 

 これらの点検や診断を行うことで劣化や損傷を早期に発見することができ、補修費用

を削減する効果が期待できるとともに、施設利用者が安心で安全な状態で利用すること

ができます。 

 なお、学校や病院など一定の用途・規模を満たす公共建築物については、施設管理者

に対し定期点検が義務づけられています。（建築基準法第 12 条）これらの建築物以外の

施設についても、施設管理者が定期的に点検、調査を行い施設の状態を把握することに

努めます。 

 

②維持管理・修繕・更新等の実施⽅針 

施設の老朽化の状況等については、利用状況や場所による自然環境が施設ごとに異な

るため、その施設に合わせた点検内容や期間を定め点検や診断等を行います。 

 点検・診断等を実施して劣化状態を把握した場合、その劣化状況と施設利用者の安全

性及び予算状況を把握して各施設担当部署の判断により修繕等を行います。なお、大規

模修繕となる場合などは予算担当部署等と連携して修繕等の判断を行います。 
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（３）安全確保の実施⽅針 

 点検・診断等において、供用中の施設に高い危険性が認められた場合は、利用や通行

を規制又は中止するなどの安全対策等を速やかに講じます。ただし、老朽化等により供

用廃止され、かつ今後とも利用見込みのない施設については、立入禁止措置等を実施し、

計画的に優先順位及び予算状況を見定めながら施設の除却等を行います。 

 

（４）耐震化の実施⽅針 

 国及び北海道では、住宅・建築物の耐震化目標を９割としています。 

したがって、国及び北海道との整合性を図り、今後も計画的に耐震化を進めていきま

す。 

 

（５）⻑寿命化の実施⽅針 

公共施設等のうち、老朽化の状況や利用状況等の評価により今後も長く使い続け、市

民サービスを提供していくと判断される長寿命化対象施設について、期待される耐用年

数までの使用を可能とするための効果的・計画的な保全措置を講じるとともに、ＬＣＣ

（ライフサイクルコスト）の縮減も考慮に入れた長寿命化を推進します。 

また、今後新たに策定する個別の長寿命化計画については、本計画の方向性との整合

を図るものとします。 

（６）統合や廃止の推進⽅針 

市が管理する公共施設等を取り巻く環境は、人口減少、財政状況、確保すべき品質等、

今後、変化していくことが予想されるため、これらに対応した適切な行政サービスを将

来にわたって持続的に提供していくため、適正な公共施設等の確保に努めていく必要が

あります。  

具体的には、耐用年数到来による更新のタイミングだけでなく、社会情勢等の変化が

生じた場合は、耐用年数にこだわらず、全体最適の視点で、施設の統廃合、複合化、ダ

ウンサイジング等の手法を検討し活用していきます。 

さらに、その方向付けを踏まえ、施設特性や地域特性を考慮し、方針を決めていきま

す。  
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５ フォロー体制に関する実施⽅針 

この計画の内容については、今後新たに策定する個別の長寿命化計画をはじめ、社会

経済情勢の変化等を踏まえ、ＰＤＣＡサイクル評価により、必要に応じ見直しを行いま

す。 

また、公共施設等の適正配置の検討にあたっては、議会や市民に対し随時情報提供を

行い、市全体で認識の共有化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）の４段階を繰り返す

ことにより業務を継続的に改善する手法。 
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１ 公共施設等（建築物）に関する分類別の⽅針 

➀住宅施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 住宅施設 23,247,398 16,939,040 72.9% 

 

【空知管内比較】 

自治体名 人口 

（H27.1） 

行政面積 

（㎢） 

戸数 

（戸） 

人口一人 

当たり戸数 

（戸） 

三笠市 9,519 302.5 2,283 0.24 

管内合計 315,732 5,792 23,755   

管内平均 13,156 241 990 0.08 

※北海道庁ＨＰ  平成２７年度「市町村別面積・人口・世帯数等の状況」 

 総務省 平成２６年度「公共施設状況調」より抜粋・加工 

 

【今後の方針】 

 公営住宅に関しては、市営住宅等長寿命化計画を基本としながら、資産更新時期を迎

える際には入居率や人口推移を見据えて、良質な住宅ストックの形成を図り、計画的に

改善、維持管理を実施し、人口規模に見合った公営住宅の縮減を行って将来に向けた適

正な管理戸数を維持します。 

また、建替事業については、榊町においてＡ～Ｄ棟まで行っており、現在Ｅ棟を建設

しているところです。今後については社会情勢、人口動向等を考慮しながら慎重に取り

進めます。 

なお、公営住宅の除却については順次進めていますが、今後も老朽化が著しいなどの

理由により募集停止している公営住宅及び今後募集停止となる公営住宅について、施設

の安全性及び財政状況を考慮しながら、約１９０棟、施設面積５０，６００㎡の除却（公

営住宅全体の 32％の面積減）を進める予定です。 

 

  

第３章 施設類型ごとの管理に関する基本⽅針
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②子育て・福祉支援施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

2 子育て・福祉支援施設 6,391,298 3,525,375 55.2% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 三葉保育所 370.0 1985 66.0% 

2 三笠保育所 540.0 1981 74.5% 

3 三笠市児童館 366.2 1978 100.0% 

4 福祉センター 1,120.9 1972 86.0% 

5 ふれあい健康センター 1,350.0 1994 44.0% 

6 老人福祉センター 719.9 1980 72.0% 

7 特別養護老人ホームことぶき荘 3,760.0 1999 41.5% 

8 養護老人ホーム三楽荘 5,927.0 1997 46.3% 

9 市立三笠総合病院（病院本館） 9,557.0 1964 100.0% 

10 市立三笠総合病院（病院新館） 3,099.0 1979 72.0% 

 

【今後の方針】 

本市の高齢化率は４６．０％（平成２７年国勢調査）で、今後についてもその割合は

増加することが予想されています。高齢者人口が増えることにより、ひとり暮らしの高

齢者や身体機能低下、認知症などにより介護や支援を必要とする高齢者の増加など、施

策の充実が課題となっています。 

また、地域住民の福祉に対する要望は増大し多種多様化してきており、地域福祉への

理解を深め、互いに支え合う意識の啓発に努めていくとともに、必要に応じて各施設の

修繕等を行います。 

なお、老人福祉センターにおいては、平成 27 年度に社会福祉協議会事務局を施設内

に移転して複合化し、それと合わせて屋根の全面改修や外壁改修などを行い施設の延命

化を図りました。 

また、三葉、三笠保育所及び児童館については、これまでも施設や設備の修繕等を行

ってきましたが、今後についても、社会情勢及び人口動向、市民ニーズなどを考慮して

施設環境の整備に努めます。 
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③産業施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

3 産業施設 1,541,312 738,697 47.9% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 リサイクルプラザ 1,251.7 1998 34.0% 

2 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 581.0 1994 44.0% 

3 し尿処理場 915.5 1978 100.0% 

 

 

【今後の方針】 

 最終処分場のリサイクルプラザ及び一般廃棄浸出水処理施設については、老朽化して

いる施設及び設備について、これまでも修繕等を行ってきました。今後についても施設

や設備を整備しながら、安定したごみ処理を図るとともに、一般ごみと資源ごみなどの

分別について、市民周知を図り、ごみの減少に努めます。なお、最終処分場については、

平成 39 年まで使用可能と試算しておりましたが、現在のごみの搬入状況から更に延長

する見込みとなっており、今後は将来を見据えて施設等についても検討していきます。 

また、し尿処理場については、老朽化と維持管理費の費用対効果を考慮し、汚泥処理

施設共同設備事業について検討を進めます。 
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④学校教育施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

4 学校教育施設 10,466,581 7,177,119 68.6% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 三笠小学校校舎 4,444.0 1987 56.0% 

2 三笠小学校体育館 1,092.3 1997 59.6% 

3 岡山小学校 1,350.0 1984 68.1% 

4 岡山小学校体育館 748.8 1980 76.6% 

5 三笠中学校 3,427.0 1989 55.3% 

6 三笠中学校体育館 1,237.0 1990 53.2% 

7 萱野中学校 1,679.1 1985 66.0% 

8 萱野中学校体育館 806.7 1980 76.6% 

9 三笠高校校舎 6,955.2 1982 72.3% 

10 三笠高校(体育館) 1,127.5 1972 93.6% 

 

 

【今後の方針】 

 学校施設につきましては、平成に入ってから小学校は 19 年に幌内小学校、23 年に幾

春別小学校、新幌内小学校、美園小学校、中学校は 10 年に幌内中学校、17 年に幾生中

学校、23 年に中央中学校を廃校し統合を進めてきており、現在、既存の三笠、岡山小

学校・三笠、萱野中学校、三笠高校の学校施設については社会情勢及び人口動向を見な

がら、今後も長寿命化を前提とし適切な維持管理を行います。 

 廃校となった施設については、貸付や売却などの有効的活用を検討し、それでも活用

が見込めない施設については事業費財源を見据えながら除却を進めていきます。 
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➄社会体育施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

5 社会体育施設 3,297,816 2,459,678 74.6% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 運動公園管理棟 205.9 1993 56.1% 

2 スポーツセンターアリーナー 1,048.1 1974 89.4% 

3 トレーニングセンター 321.8 1979 97.4% 

4 温水プール 2,089.8 1972 100.0% 

5 弓道場射場 337.5 1994 100.0% 

6 三笠ドーム 3,469.3 1995 44.7% 

7 武道館 547.6 1983 70.2% 

8 桂沢レストハウス 230.0 1973 100.0% 

9 桂沢野外ステージ 65.8 1973 100.0% 

10 クロフォード公園野外ステージ 397.6 1989 63.4% 

 

 

【今後の方針】 

 各運動施設については、利用者の安全性を大前提に長寿命化に向け施設の修繕等を行

います。 

 なお、各施設ともに小中学校や各スポーツ団体にて活用されていますが、利用の状況

等や維持管理経費を見ながら施設の在り方について検討します。 

 また、桂沢野外ステージや桂沢レストハウスについては、新桂沢ダム計画に伴い平成

32 年度までには除却となる予定です。 
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⑥コミュニティ施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

6 コミュニティ施設 2,784,170 2,183,402 78.4% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 岡山市民センター 606.0 1988 73.7% 

2 多目的研修センター 452.0 1980 94.7% 

3 三笠山の手市民センター 606.0 1989 71.1% 

4 三笠市民センター 680.6 1991 63.2% 

5 幌内市民センター 607.0 1986 78.9% 

6 美園市民センター 624.4 1992 60.5% 

7 唐松市民センター 607.0 1988 73.7% 

8 弥生市民センター 600.7 1985 81.6% 

9 幾春別市民センター 609.7 1990 68.4% 

10 市民会館 2,481.0 1969 100.0% 

 

 

【今後の方針】 

 各市民センター等については、平成 27 年度から「コミュニティサポート事業」とし

て歓談や趣味を楽しむ場、福祉や健康等の相談の場を定期的に無料開放しており、市民

の憩いの場所となっています。そのため、建築年度が古い施設が多く老朽化が進んでお

りますが、各施設及び設備の修繕を行ってきました。今後も運営を依頼している地区連

合町内会と連携し、可能な限り既存の維持管理に努め、施設や設備の修繕等を行います。 

 また、市民会館については、平成 26、27 年度に耐震改修工事、整備改修等を行い、

長寿命化を図りましたが、今後につきましても、施設及び設備について必要な修繕等を

行います。 
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⑦社会文化施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

7 社会文化施設 1,887,336 1,421,902 75.3% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 教育センター 1,945.5 1979 97.4% 

2 博物館 927.6 1978 74.0% 

3 博物館（コミュニティセンター） 833.0 1982 68.0% 

4 博物館多機能研修施設 259.1 2010 12.0% 

5 博物館分室(旧幾春別保育所) 462.3 1970 100.0% 

6 陶芸作業所 165.0 1988 100.0% 

7 勤労青少年ホーム 661.8 1972 93.6% 

8 鉄道記念館 2,428.0 1986 60.0% 

 

 

【今後の方針】 

 教育センターについては、公民館、図書館、教育委員会からなる複合施設となってお

り、施設の耐震については、平成 25 年度の耐震診断調査を行い、所要の耐震性を確保

しているとの結果でした。また、図書館屋上改修やトイレ改修などを行い、平成 27 年

度にはエレベーターを新設し利用者の利便性の向上を図りました。 

 今後も社会情勢及び利用者のニーズ、予算状況を見据えながら施設の修繕等を行って

いきます。 
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⑧⾏政施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

8 行政施設 1,498,264 1,284,963 85.8% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 市庁舎 2,660.2 1956 100.0% 

2 市庁舎（旧消防） 439.0 1962 100.0% 

3 市庁舎（エレベーター） 16.8 2009 10.0% 

4 幾春別支所 97.2 1990 52.0% 

5 幾春別コミュニティ消防センター 428.5 1991 48.0% 

 

 

【今後の方針】 

 市役所庁舎については、災害時の対策本部となることから、耐震診断の結果を踏まえ

平成 25 年度に耐震改修を行いました。 

 また、消防署本部庁舎については、平成 24 年度に耐震改修を行いました。 

 なお、幾春別支所及び幾春別コミュニティ消防センターについては平成 2・3 年度に

建設されており、現行の建築基準法（昭和 56 年 6 月以降）に基づいていることから、

所要の耐震性を確保しております。 

 各庁用車車庫、倉庫等については順次整備を行っており、今後についても必要に応じ

て修繕及び更新整備を進めます。 
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⑨その他施設 

No 分類名 取得価額/ 

再調達価額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

（千円） 

有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

9 その他施設 1,939,748 779,831 40.2% 

 

【主な施設】 

No 施設名 面積 

（㎡） 

取得年度 有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

1 旧幌内保育所(ななかまど) 364.1 1980 76.6% 

2 幌内共同浴場 182.0 1990 83.9% 

3 金谷共同浴場 150.0 1990 83.9% 

4 唐松共同浴場 230.4 1990 83.9% 

5 弥生共同浴場 123.5 2007 23.7% 

6 自然活用総合管理施設(サンファーム三笠) 1,335.0 1988 56.0% 

7 サンファーム三笠農業資料館 129.6 1994 100.0% 

8 サンファーム三笠売店棟 416.9 2007 18.0% 

9 旧労働金庫(商工会貸付) 327.4 1994 44.0% 

10 旧地方卸売市場 922.1 1965 100.0% 

 

【今後の方針】 

 その他の施設の中で、共同浴場については唐松に 1 施設、弥生に１施設、幌内地区に

2 施設あり、幌内地区については、今後、統廃合し 1施設にするよう検討して行きます。 

 また、その他の施設については、老朽化、利用者ニーズ等を確認しながら、必要な修

繕等を行い維持管理に努め、延命化を図ります。 

 また、貸付を行っている施設などについては売却や除却についても検討します。 
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２ インフラ系施設に関する分類別の⽅針 

 

道路、橋梁等については、点検や、個別に定める長寿命化計画等に従って維持管理、

修繕、更新、改良等を進めていきます。その他施設については、総合計画との整合性を

図り、本計画に準じて継続的に見直しを行い、維持管理、修繕、更新等を実施します。 

 

① 道路 

道路については、全延長が１７２，９４２．３４mとなっており、市民要望や道路パ

トロールの実施を基に、路面状況、法面、土木構造物などの点検、確認を行い計画的に

維持補修を行います。生活道路については安全性を優先し、老朽化が著しい舗装につい

ては、一部補修又は全面改良工事を行います。 

 なお、歩道整備や景観などに配慮した道路づくりを目指し、市民が安全で安心して利

用できるように努めます。 

 また、除雪体制につきましても、除雪車両などの確保について計画的に行います。 

 トンネルについては 1 か所あり、これについても法定点検等を行いながら維持補修を

行います。 

②橋りょう 

 橋りょうについては 58 橋あり、橋りょう長寿命化計画及び法定橋りょう点検の結果

を基に、損傷に対する劣化予測を行い、予防的修繕等することで、大規模修繕・架け替

え費用の高コスト化を回避します。建替え、修繕や除却の時期については、損傷状況に

応じて計画的に実施します。 

 

③上下水道 

イ 予防保全型の維持管理  

上下水道施設の計画的な点検、修繕による施設の長寿命化を図り、資産を有効に

活用しながら、予防保全型の維持管理に努めます。 

ロ 施設管理の効率化  

処理施設等の電力、燃料及び薬品使用量の削減に向けて、運転管理の効率化に努

めます。 

ハ 上下水道施設の改築更新  

経営戦略に基づき、老朽化した上下水道施設の改築更新等を計画的に行います。 
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④公園（構造物） 

 遊具などについて、担当部署での点検及び遊具メンテナンス業者の専門点検を実施し

安全に利用できるように管理し、維持管理に努めます。 

 なお、老朽化の状況や利用者のニーズにより撤去、修繕、更新等の方針を定め、計画

的に実施します。 

 

⑤その他の構造物 

 市内案内看板などのその他の構造物について、担当部署が点検、管理を行い、老朽化

の状況や利用者のニーズにより撤去、修繕、更新等の方針を定め、計画的に実施します。 

 

 

 

 

今後についても、各関係部署と連携を図り、施設等の管理及び利用状況や人口動向、

財政状況を把握しながら計画の改善に努めます。 

当市においては、早くから各施設の統廃合や不用となった施設の除却に努めてきまし

たが、これらの検討及び実施についても引き続き行っていきます。 

そこで、本市を取り巻く今後の社会情勢を見定めながら、本計画の目標としては既存

の総面積約 28 万 6 千㎡のうち、20％（5万 7千㎡）の削減に努めます。 

なお、計画については随時、現況に合わせ見直し、大幅な見直しについては 10 年を

目安に行います。 

 

まとめ


